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　４月１日から、本町組織機構の一部を再編します。この組織機構の再編・見直しは、事業を選択・
集中して展開し、本町が抱える行政問題、政策目標に的確に対応できる業務体制の構築をめざした
ものです。職員一同、新たな体制で一丸となって、職務に取り組んでまいります。

役場の組織が変わります

町
役
場
１
階　

各
課
の
ご
案
内

（
平
成
29
年
４
月
１
日
～
）
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介
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収
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療
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○入札契約にかかる業務（入札契約室）
　企画政策課内から総務課内に移します。
○国民年金にかかる業務
　ほけん課から人権住民課に移します。
○秘書・広報にかかる業務
　総務課から企画政策課に移します。
○都市公園の管理や緑地保全にかかる業務
　企画政策課から建設産業課に移します。

●ほけん課を「保険医療課」に名称変更します。
●�生涯学習課を「社会教育課」に名称変更します。

窓口の移管と課の名称変更変更

　奈良県と締結した「奈良県と大淀町とのまち
づくりに関する包括協定」に基づく、大淀病院
跡地および近鉄下市口駅周辺地区のまちづくり
をはじめとする町の重要プロジェクトの推進を
図るため、まちづくり推進課を新設します。

　企画政策課が担当してい
る都市計画や観光、定住促進
等の業務と、建設産業課が
担当している商工業等の振
興などの業務も担当します。

まちづくり推進課の新設新設

　高齢社会の進展に
伴う高齢者福祉にか
かる業務に機能的に
対応するため、長寿
介護課を新設します。

　福祉課が担当している高齢者福祉、高
齢者支援、高齢者ふれあい活動センター
等の業務と、ほけん課が担当している介
護保険、地域包括支援センター等の業務
を担当します。

長寿介護課の新設新設

文化振興課の新設新設

　文化活動事業や文化財保護・調査など
の業務、文化会館および図書館の管理運
営、中央公民館・杉本記念文化センター
の管理運営など文化行政にかかる業務を
担当し、文化振興に資する体制を整える
ために文化振興課を新設します。

2



４月からの役場業務一覧 各課・各係ごとの主な業務内容をお知らせします。色つき枠および太字
が、今回の組織機構の見直しで再編および業務が変更となった部署です。

総

務

部

総務課

総務係 町議会の召集等、庁舎管理、条例等、情報公開・個人情報保護、選挙、区長会��など
人事係 職員の人事・服務・研修・給与　など
病院事業清算係 旧病院事業の清算および資産の管理　など

安全対策推進室 消防、防災、安全なまちづくり、交通安全　など
入札契約室 入札、契約事務に係る指導・審査、競争入札参加者の指名登録　など

企画政策課
企画係 重要施策の総合企画・調整、総合計画の策定、交通政策、統計調査　など
行政経営係 行財政改革、広域行政、住民参加の促進　など
秘書広報係 町長・副町長の秘書、大淀あらかしテレビ、広報紙、町勢情報　など

財務課
財務係 財政計画、財政状況の公表、予算の編成・執行、町債、普通財産の管理、基金、会計事務　など
電算係 行政情報化、住民情報系・行政情報系等システムの管理　など

税務課
庶務係 町税等の収納、町税等の証明　など
課税係 町税等の賦課、原動機付自転車の標識　など

徴収対策室 納税相談、町税等の徴収および滞納処分　など

住

民

福

祉

部

福祉課
福祉係 社会福祉、障害者福祉、ひとり親支援、生活保護、民生児童委員、戦没者等の援護、保護司��など
子育て支援係 少子化対策、児童福祉、子育て支援、児童相談、保育所の入退所等、学童保育、療育教室��など

第一保育所・あおぞら保育所

保険医療課
国民健康保険係 国民健康保険、国民健康保険税の賦課　など
後期高齢者医療係 後期高齢者医療、後期高齢者医療保険料　など
福祉医療係 子ども医療費・ひとり親家庭等医療費・心身障害者医療費・重度心身障害老人等医療費助成��など

長寿介護課
高齢福祉係 高齢者福祉、高齢者支援、高齢者ふれあい活動センター　など
介護保険係 介護保険、介護保険料の賦課等、地域包括支援センター　など

健康増進課

庶務管理係 保健センターの管理運営、保健事業等の費用の徴収、住民健康管理システム　など
健康づくり係 母子保健事業、子育て支援、乳幼児健康診査、成人の検診・健康づくり、各種予防接種��など
保健予防係 保健衛生思想の普及向上および保健活動、感染症予防、精神保健　など
地域医療係 保健・医療・福祉ネットワーク、町医・医師会　など

人権住民課

戸籍住民係 戸籍、住民基本台帳、外国人登録、印鑑登録、埋火葬許可　など
住民窓口係 戸籍・住民基本台帳・印鑑登録に関する証明書等の交付、法律相談、自動車の臨時運行許可��など
国民年金係 国民年金　など

人権施策推進室 人権施策の推進、人権啓発、町営住宅・改良住宅の管理・入居　など
桜ヶ丘総合センター・旭ヶ丘総合センター

建

設

環

境

部

建設産業課
建設係 道路・河川・都市公園・緑地の管理等、法定外公共物、災害復旧、交通安全対策　など
農業林業係 農業・林業・水産業・畜産業の振興、鳥獣保護・狩猟、農業委員会、森林組合　など

まちづくり
推進課

都市計画係 都市計画、開発事業、屋外広告物、土地開発公社　など
地域振興係 地域振興施策、商業・工業等の振興等、定住促進、企業誘致、観光　など
戦略推進係 重要プロジェクト推進・調整・進捗管理　など

環境整備課
環境政策係 公害、環境保全、町営斎場、公園墓地、狂犬病予防　など
環境保全係 環境衛生、し尿処理、一般廃棄物の処理　など

一般廃棄物処理施設

教

育

委

員

会

学務課

総務係 教育委員会の会議、委員会規則等、教育機関の施設の営繕　など

学校教育係 学校の組織編制・教育課程・学習指導等、町立幼稚園の入園料および保育料、学校保健、学
校支援地域本部事業、適応指導教室　など

大淀中学校・大淀希望ヶ丘小学校・大淀緑ヶ丘小学校・大淀桜ヶ丘小学校・大淀東部幼稚園・大淀西部幼稚園

社会教育課
社会教育係 高齢者学級、女性学級、朗読ボランティア、社会教育団体活動支援　など
人権教育係 人権教育の推進、人権のまちづくり（人権教育推進）団体活動支援　など
社会体育係 生涯スポーツの振興、体育関係施設、パークゴルフ場、健康づくりセンター、社会体育団体活動支援　など

児童センター 青少年・児童の健全育成、子ども人権学習支援事業、子ども会活動支援　など

文化振興課
文化・文化財係 文化活動事業、公民館講座、成人式、文化財保護・活用　など
文化施設係 文化会館の運営、中央公民館、杉本記念文化センター　など
図書館係 町立図書館の運営、図書館ボランティア　など

上
下
水
道
部

業務課
庶務係 業務総合調整、条例等、職員の任免等　など
経理係 財政・資金計画、予算の編成・執行、水道使用料の徴収等　など

施設課
上水道施設係 浄水・取水場等の管理、配水管等の整備等、指定給水工事事業者の指定等　など

下水道施設係 下水道の普及・維持管理、下水道事業計画、汚水ポンプ場の管理運営、排水設備指定工事
店の指定等　など

議会事務局
庶務係 議会の予算、議員の報酬　など
議事係 本会議、委員会、議決事項の処理報告　など
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４
月
３
日（
月
）

か
ら

よ
ど
り
バ
ス
・
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
の

運
行
内
容
が
一
部
変
わ
り
ま
す

路
線
バ
ス
等
に
乗
車
の
際
は

『
特
別
乗
車
券
』
を　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

本
町
で
は
、「
奈
良
交
通
路
線
バ

ス
」、「
Ｒ
１
６
９
ゆ
う
ゆ
う
バ
ス
」
を

利
用
す
る
と
き
に
便
利
な
『
大
淀
町

特
別
乗
車
券
』
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
特
別
乗
車
券
は
、
奈
良
交
通

路
線
バ
ス
や
Ｒ
１
６
９
ゆ
う
ゆ
う

バ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に
、
運
賃
が

１
０
０
円
と
な
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
Ｒ
１
６
９
ゆ
う
ゆ
う
バ
ス

は
本
年
４
月
か
ら
路
線
が
延
長
さ
れ
、

大
淀
バ
ス
セ
ン
タ
ー
か
ら
福
神
駅
ま

で
が
新
た
に
運
行
さ
れ
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
、
路
線
バ
ス
な
ど
の
公

共
交
通
機
関
を
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

　

昨
年
４
月
か
ら
地
域
の
公
共
交
通
と
し

て
「
よ
ど
り
バ
ス
」
と
「
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
」

を
運
行
し
て
い
ま
す
。
１
年
間
の
運
行
状

況
等
を
踏
ま
え
て
、
町
地
域
公
共
交
通
会

議
で
協
議
を
図
り
、
本
年
４
月
か
ら
そ
の

運
行
内
容
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

よ
ど
り
バ
ス
に
つ
い
て
は
、「
運
行
ダ
イ

ヤ
の
変
更
」「
バ
ス
停
の
増
設
」
な
ど
、
ま

た
、
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
は
、「
予

約
締
め
切
り
時
間
の
緩
和
」「
乗
降
場
所
の

増
設
」
を
行
い
ま
す
。

　

運
行
内
容
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
は
、

本
年
４
月
３
日（
月
）の
運
行
か
ら
と
な
り
、

３
月
31
日（
金
）ま
で
は
現
行
ど
お
り
の
運

行
を
行
い
ま
す
。

４
月
１
日（
土
）は
、

　
「
よ
ど
り
バ
ス
」

　
「
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
」

　
　

と
も
に
運
休
し
ま
す
。

よ
ど
り
バ
ス　

バ
ス
停
増
設
場
所
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利
用
者
か
ら
予
約
を
受
け
て
、
定
め
ら

れ
た
乗
降
場
所
か
ら
定
め
ら
れ
た
目
的
地

ま
で
を
乗
合
で
運
行
す
る
交
通
で
す
。

○
予
約
締
め
切
り
時
間
を
緩
和
し
ま
す

　

午
後
に
利
用
す
る
場
合
の
予
約
締
め
切

り
時
間
を
、
利
用
の
２
時
間
前
か
ら
１
時

間
前
に
変
更
し
ま
す
。

○
乗
降
場
所
を
増
設
し
ま
す

　

東
部
エ
リ
ア
内
に
５
カ
所
、
西
部
エ
リ
ア

内
に
３
カ
所
の
乗
降
場
所
を
増
設
し
ま
す
。

【
東
部
エ
リ
ア
】　　

�

【
西
部
エ
リ
ア
】

◦
越
部
団
地　
　
　

�

◦
薬
水

◦
奥
越
部　
　
　
　

�

◦
大
阿
太
グ
リ
ー
ン

◦
北
野
１
丁
目　
　

�　

ポ
リ
ス

◦
野
尻　
　
　
　
　

�

◦
金
吾
町

◦
西
増

　

よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
に
は
、

事
前
に
『
利
用
者
登
録
』
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
利
用
者
登
録
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
町
役
場
企
画
政
策
課
ま
で

持
参
、
郵
送
、
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

利
用
者
登
録
用
紙
は
、
町
役
場
企
画
政

策
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

　

利
用
者
登
録
を

さ
れ
た
人
に
は
、

利
用
者
登
録
証
を

発
行
し
ま
す
。
よ

ど
り
タ
ク
シ
ー
に

乗
車
す
る
際
に
運

転
手
に
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

■
利
用
方
法

　

奈
良
交
通
路
線
バ
ス
・
Ｒ
１
６
９

ゆ
う
ゆ
う
バ
ス
を
利
用
す
る
際
に
、

大
淀
町
特
別
乗
車
券
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
特
別
乗
車
券
の
「
乗
車
バ
ス

停
」
と
「
降
車
バ
ス
停
」
を
記
入
し
て
、

運
賃（
１
０
０
円
）と
あ
わ
せ
て
運
賃

箱
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

※�　

運
賃
を
現
金
で
支
払
う
と
き
の

み
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�　

他
の
乗
車
券
と
あ
わ
せ
て
使
用

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
利
用
で
き
る
区
間

◦
奈
良
交
通

　
『
芦
原
～
下
市
口
駅
』

◦
Ｒ
１
６
９
ゆ
う
ゆ
う
バ
ス

　
『
福
神
駅
～
上
市
駅
』

※�　

区
間
内
の
運
賃
は
す
べ
て

１
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

※�　

右
記
区
間
外
へ
の
乗
り
越
し
は

で
き
ま
せ
ん
。

■
特
別
乗
車
券
設
置
場
所

◦
町
役
場

◦
町
文
化
会
館

◦�

道
の
駅�

吉
野
路
大
淀
ｉ
セ
ン
タ
ー

◦�

奈
良
交
通
下
市
案
内
所

　
（
下
市
口
駅
前
）

■
問
い
合
わ
せ
先

◦
町
役
場　

企
画
政
策
課

　
（
内
線
２
２
１
）

◦
奈
良
交
通
葛
城
営
業
所

　

☎
０
７
４
５-

63-

２
５
０
１

利
用
者
登
録
が
必
要
で
す

よ
ど
り
バ
ス
と
は

　

町
役
場��
企
画
政
策
課（
内
線
２
２
１
）

　
　

０
７
４
７-
54-

２
０
５
０

　
　

〒
６
３
８-
８
５
０
１

　
　

大
淀
町
桧
垣
本
２
０
９
０
番
地

よ
ど
り
バ
ス
・
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
に

関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

よ
ど
り
バ
ス
・
よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
の

詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
月
号
の

折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

時
刻
表
に
基
づ
い
て
、
定
め
ら
れ
た
バ

ス
停
に
停
車
し
て
運
行
す
る
、
定
時
定
路

線
型
の
交
通
で
す
。

○
運
行
ダ
イ
ヤ
の
一
部
を
変
更
し
ま
す

○
バ
ス
停
を
増
設
し
ま
す

　

幹
線
ル
ー
ト
上
に
２
カ
所
、
巡
回
ル
ー

ト
上
に
１
カ
所
の
バ
ス
停
を
増
設
し
ま
す
。�

（
右
図
参
照
）

【
幹
線
ル
ー
ト
】

◦
新
町

◦
美
吉
野
台
入
口

【
巡
回
ル
ー
ト
】

◦
吉
野
平
入
口

　
 

よ
ど
り
バ
ス

よ
ど
り
タ
ク
シ
ー

よ
ど
り
タ
ク
シ
ー
と
は

変
更
の
内
容

変
更
の
内
容

▲利用者登録証

�



　３月11日で東日本大震災の発生から６年になります。また、昨年は熊本地震
や鳥取県中部地震が発生し、多数の人が被害に遭いました。私たちのまわりに
おいても、地震などの大規模な災害はいつ発生するか分かりません。
　町では、住民のみなさんと町が互いに協力し、災害に強いまちづくりを進め
たいと考えています。
　つきましては、災害に備えるため、災害用備蓄品として「毛布」を募集します。
みなさんのご家庭で不要な「毛布」がありましたら、無償の提供をお願いします。
　ご提供いただいた「毛布」は、町で大切に保管・管理し、今後に備えたいと思い
ます。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

備蓄品募集のお願い

■募集するもの　『 毛　布 』
※　未使用品、無償の提供をお願いします。
■募 集 期 間　３月10日（金）～31日（金）

午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
■受付・搬入　町役場西側車庫までご持参・搬入ください。
■問い合わせ先　町役場　安全対策推進室（内線206）

災害に備えて

　現在、有効期限が３月31日までの乳幼児医療費受
給資格証をお持ちの人（平成22年４月２日～平成23年
４月１日生）には、４月１日から中学校を卒業する年
の３月末までの子ども医療費受給資格証を３月中旬に
郵送します。
　ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成
等、他の医療費助成を受けている人は引き続きそれぞ
れの医療制度からの助成となります。加入保険に変更
が生じた場合は届出をお願いします。

国民健康保険被保険者証の更新
　現在お持ちの国民健康保険被保険者証（保険証）の
有効期限は３月 31日です。
　４月１日から使用する新しい保険証を、３月末に
世帯主あてに簡易書留で送付します。
　有効期限の切れた保険証は窓口へ返却されるか、
ハサミを入れるなどして処分してください。

国民健康保険税を滞納していると…
（災害等の特別な場合は除く）

○短期保険証の交付
　有効期限の短い（３カ月か１カ月、高校生世代以下の
子どもは６カ月）保険証を交付します。ハガキで案内し
ますので、町役場ほけん課まで受け取りにきてください。
○被保険者資格証明書の交付
　封書にて案内します。（高校生世代以下の子どもは除
きます。）医療機関にかかる場合は、診療費を全額自己
負担していただきます。後日、窓口で保険給付相当額
の払い戻し申請はできますが、納付状況が改善されて
いなければ、支給を差し止めることになります。

すでに社会保険に加入している人に
保険証が届いたときは…

　社会保険に加入しても、町国民健康保険の資格は
自動的に喪失されません。下記のものを持参のうえ、
窓口で資格喪失の手続きを必ずしてください。
　同一世帯の家族以外の人が手続きに来られる場合
は、委任状（任意）が必要となります。
①社会保険の被保険者証（手続きする人全員分）
②現在お持ちの国民健康保険被保険者証
　（新しく届いた保険証も含む）
③�世帯主および被保険者のマイナンバー
　カードまたは個人番号の通知カード
④届出人の本人確認書類
　（顔写真入りは１種類、顔写真なしは２種類）
⑤印鑑

■問い合わせ先
　町役場　ほけん課
　（内線129～134）

乳幼児医療費受給資格証の更新

ほ け ん 課 か ら の お 知 ら せ
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国民年金の加入手続きと
保険料納付をお忘れなく！

国民年金国民年金

○会社を退職された人へ
　60 歳未満で、厚生年金や共済年金等の
資格を喪失された人は、国民年金の加入手
続きを行い、国民年金保険料を納めていた
だくことになります。扶養している 60 歳
未満の配偶者がいれば、同じく種別変更の
届出も必要です。手続きには、年金手帳、
退職日がわかる証明書、印鑑をご持参くだ
さい。
　国民年金保険料の納付は、割引のあるお
得な口座振替やクレジットカードによる納
付方法もあります。また、前納割引制度も
ありますので、早めにお手続きください。
　納付困難な場合には、所得による審査の
うえ保険料の納付が免除・減額される制度
がありますのでご相談ください。

■問い合わせ先
◦大和高田年金事務所
　☎ 0745-22-3531
◦町役場　ほけん課　（内線 134）

オレンジカフェを開催します
　本町では、急速な高齢化が進展するなか、
認知症になっても自分らしい暮らしを続ける
ことができるまちづくりをめざしています。
　このたび開催する「オレンジカフェ」では、認知症の
人とその家族が音楽を聴きながら交流を深め、ゆったり
とした時間を過ごしていただくことを目的としています。
また、専門職を交えながら気軽に日常の悩みごとを相談
できる場となっています。
　認知症になっても、気軽に立ち寄ることができる場を
町内に増やしていく第一歩として、オレンジカフェを開
催しますので、興味のある人はぜひご参加ください。

　参加人数に限りがあるため、申し込み多数の場合はお
断りすることがあります。駐車場はありません。

■申し込み・問い合わせ先　町役場��ほけん課（内線132）

■町農林水産物直売所生産出荷者組合に関する問い合わせ先
　吉野路大淀ｉセンター事務所（午前 10時～午後３時）　☎ 0747-54-5361　　�0747-54-5362

出荷者組合の会員になるには
■出荷対象者
　出荷者は、原則として町内の生産者です。ただし、
道の駅駅長が認めた場合はこの限りではありません。
出荷者組合の会員は登録制で、毎年更新です。
■申込方法
　出荷登録申請書に必要事項を記入して、吉野路大
淀ｉセンター事務所へ提出してください。
■受付期間
　４月１日（土）～30日（日）
■費　　用
○申請登録費　1,000円（新規申請時のみ）
○出荷者組合年会費
　出荷者組合の総会で決定(平成28年度は3,000円 )
■販売手数料
○町内の出荷者
　野菜・果物：販売価格の13％、花：販売価格の17％
○町外の出荷者
　野菜・果物・花：販売価格の17％
■そ の 他
　シール・バーコード・袋などは、実費負担となります。

吉野路大淀ｉセンター（道の駅）内の農林水産物直売所への出荷者組合の会員を募集します。
出荷者組合の会員になれば、あなたが作った野菜などを直売所で販売することができます。

あなたも直売所に出荷してみませんか？出荷者組合
会員募集！

陳列するまでのながれ
①出荷の準備
　出荷する品物を袋詰めして、品物によっ
ては袋の口をテープで巻いて荷造りしま
す。
②搬　入
　袋と品物にシール・バーコード（単価等）
を貼

は

り付けて直売所に搬入します。
③出　荷
　出荷の受付時間は午前７時30分から午前
９時までの間で、毎週火曜日は定休日です。
④出荷代金の精算
　1カ月ごとに出荷者の指定口座に振り込
まれます。
⑤残品の確認
　新鮮な品物を販売す
るため、出荷した品物
が完売していない場合、
営業終了の午後５時に
残品を引き取りに来て
いただきます。

■日　時　３月 20日（月・祝）　午後１時 30分～
■場　所　コッペ大淀（下渕 881-6）
■参加費　１人につき 200円程度
■内　容　�コーヒーやお菓子を食べながら、交流・

相談・情報提供・楽器演奏など（約 1時間）

�



　

土
地（
家
屋
）の
縦
覧
は
、
納
税
者
が
所
有
す

る
土
地
や
家
屋
の
価
格
と
町
内
の
ほ
か
の
土
地

や
家
屋
の
価
格
と
を
比
較
し
て
、
ご
自
身
の
土

地
や
家
屋
が
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

■
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

○
縦
覧
期
間

　

４
月
１
日
～
５
月
１
日

○
縦
覧
で
き
る
人

　

�

納
税
者（
法
定
免
税
点
未
満
お
よ
び
非
課
税

で
あ
る
人
を
除
き
ま
す
。）

○
縦
覧
事
項

　

�

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿（
所
在
、
地
番
、
地

目
、
地
積
、
価
格
）ま
た
は
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿（
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
、
価
格
）

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

○
閲
覧
期
間

　

毎
年
度
４
月
１
日
～
翌
年
３
月
31
日

○
閲
覧
で
き
る
人

　

�

固
定
資
産
税
納
税
義
務
者
お
よ
び
固
定
資
産

土
地（
家
屋
）価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

に
関
す
る

に
関
す
る

税

お
知
ら
せ

税

お
知
ら
せ

に
つ
い
て
賃
借
権
な
ど
の
権
利
を
有
す
る
人

※�　

閲
覧
さ
れ
る
場
合
は
、
申
請
書
に
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
で
す
。
本
人
確
認
の

で
き
る
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

番
号
確
認
が
で
き
る
書
類

　

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号
の

通
知
カ
ー
ド

◦�

本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

　

運
転
免
許
証
ま
た
は
健
康
保
険
証
な
ど

○
閲
覧
事
項

　

納
税
義
務
者
は
本
人
資
産
に
か
か
る
部
分

を
、
賃
借
権
な
ど
の
権
利
者
は
そ
の
権
利
の
目

的
で
あ
る
固
定
資
産
に
か
か
る
部
分
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
宅
地
の
標
準
的
な
価
格
の
閲
覧

○
閲
覧
期
間　

随
時

○
閲
覧
で
き
る
人　

だ
れ
で
も
閲
覧
可
能

○
閲
覧
事
項　

標
準
宅
地
の
位
置
、
路
線
価
等

■
価
格
等
に
対
す
る
不
服
の
申
し
立
て

①�

価
格
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
固
定
資
産
の

価
格
等
の
登
録
を
公
示
し
た
日
か
ら
納
税
通

知
書
を
受
け
取
っ
た
日
後
３
カ
月
ま
で
の

間
、
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
へ
審
査

の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②�

価
格
以
外
の
課
税
台
帳
登
録
事
項
に
不
服
が

あ
る
と
き
は
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
カ
月
以
内
に
、

町
長
へ
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
注
意
事
項

①�

縦
覧
お
よ
び
閲
覧
は
、
土
・
日
曜
日
お
よ
び

祝
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
で
、
町
役
場
税
務
課
で
で
き

機
関
ま
た
は
郵
便
局
の
窓
口
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

原
動
機
付
自
転
車
・
軽
自
動
車
を
廃
車
し
た

と
き
は
、
廃
車
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
済
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
忘
れ
て
い
る
と
、
実
際

に
原
動
機
付
自
転
車
・
軽
自
動
車
を
所
有
し
て

い
な
く
て
も
、
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
名
義
登

録
者
に
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
他
の
市
町
村
に
転
出
さ
れ
る
人
で
、

原
動
機
付
自
転
車
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
標

識（
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）の
交
換
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

税
務
課

　
（
内
線
１
１
１
～
１
１
６
）

ま
す
。

②�

地
方
税
法
等
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、改
正

後
の
地
方
税
法
等
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
分
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
、
ま
た
は
町
県
民
税
の
申
告
の

受
付
期
間
は
３
月
15
日（
水
）ま
で
で
す
。

　

ま
だ
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
お
早
め

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
確
定
申
告
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　

吉
野
税
務
署

　

☎
０
７
４
６-

32-

３
３
８
５

　

一
人
ひ
と
り
の
納
税
が
住
民
生
活
を
支
え
て

い
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
み
な
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
失
業
や
病
気
な
ど
で
収
入
が
減
っ
た

な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
町
税
を
ど
う
し
て
も
納

期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は
町
役
場
税

務
課（
徴
収
対
策
室
）に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な
る
と
、
納
付
の
た

び
に
金
融
機
関
な
ど
へ
お
出
か
け
い
た
だ
く
必

要
が
な
く
な
り
ま
す
。
う
っ
か
り
納
付
期
限
を

忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
印
と
通
帳
を
お
持
ち
の
う
え
、
各
金
融

確
定
申
告
ま
た
は
町
県
民
税
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

町
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

廃
車
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

車　種 手続きをするところ 持ち物
原動機付自転車
（125cc 以下）
農耕作業用自動車
小型特殊自動車

ミニカー

町役場　税務課

標識・印鑑

委任状
（同居家族
以外の場合）

二輪車
（125cc超250cc以下）

奈良県軽自動車協会
☎0743-58-3700

左記に
問い合わせて
ください。

二輪小型自動車
（250cc 超）

近畿運輸局
奈良運輸支局

☎050-5540-2063

軽三輪車
軽四輪車

軽自動車検査協会
奈良事務所

☎050-3816-1845

�



臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

い
、
低
所
得
者
へ
の
負
担
を
緩
和

す
る
こ
と
を
目
的
に「
臨
時
福
祉

給
付
金（
経
済
対
策
分
）」が
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

３
月
下
旬
に
、
支
給
対
象
と
な

る
可
能
性
の
あ
る
人（
世
帯
）に
対

し
、
案
内
文
と
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。
案
内
文
の
内
容
を
ご
確
認

の
う
え
、
申
請
書
の
提
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
税
の
申
告
を
し
て

い
な
い
未
申
告
の
人
は
、
課
税
状

況
の
確
認
が
と
れ
ま
せ
ん
の
で
、

未
申
告
の
人
で
対
象
と
な
る
可
能

性
の
あ
る
人
は
、
住
民
税
の
申
告

を
し
た
う
え
で
、
町
役
場
福
祉
課

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

平
成
28
年
１
月
１
日
に
お
い

て
、
大
淀
町
に
住
民
票
が
あ
り
、

平
成
28
年
度
の
町
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
な
い
人
。
た
だ
し
、

平
成
28
年
度
の
住
民
税（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養

親
族
等（
税
法
上
の
控
除
対
象
配

偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け

る
配
偶
者
、
扶
養
親
族
、
青
色
事

業
専
従
者
お
よ
び
白
色
事
業
専
従

者
）に
な
っ
て
い
る
場
合
や
、
生

活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ

て
い
る
場
合
な
ど
は
、
対
象
外
で

す
。
ま
た
、
支
給
決
定
前
に
亡
く

な
ら
れ
た
人
も
、
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
。

■
支
給
額

　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き

　

１
万
５
０
０
０
円

※　

１
回
限
り
の
支
給

■
必
要
書
類
等　

◦�

申
請
書（
請
求
書
）

◦
印
鑑

◦�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
や

健
康
保
険
証
な
ど
）の
コ
ピ
ー

※�　

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
、
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給

付
金
、
高
齢
者
向
け
給
付
金
の

申
請
を
し
て
い
る
人
は
不
要

◦�

給
付
金
を
振
り
込
む
金
融
機
関

の
口
座
番
号
、
口
座
名
義
人
が

分
か
る
預
貯
金
通
帳
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
コ
ピ
ー
な
ど

※�　

平
成
27
年
度
臨
時
福
祉
給
付

金
、
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給

付
金
、
高
齢
者
向
け
給
付
金
の

振
込
先
と
同
一
の
場
合
は
不
要

■
申
請
受
付
期
間

　

６
月
30
日（
金
）ま
で

■ “
振
り
込
め
詐
欺
”に
ご
注
意
!!

　

町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員

が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な

ど
の
現
金
自
動
預
払
機
）の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
や
手
数
料
な
ど

の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
給
付
金

の
支
給
を
装
っ
た
“
振
り
込
め
詐

欺
”
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先�

◦�

給
付
金
に
関
す
る
厚
生
労
働
省

相
談
窓
口（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
５
７
０-

０
３
７-

１
９
２

　

午
前
９
時
～
午
後
６
時

◦
町
役
場　

福
祉
課

　
（
内
線
１
１
７
～
１
２
０)

町県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
　税政改正により、年間の公的年金から
の特別徴収税額の平準化を図るため、平
成29年４月以降実施される仮徴収税額（４
月・６月・８月天引き分）が、「前年度分の公
的年金等の所得に係る町県民税の年税額
の２分の１に相当する額」になります。

■問い合わせ先
　町役場　税務課（内線111）

■年金特別徴収税額の月割額の計算方法

４月から、町による「ハチの巣駆除」を廃止します
　「ハチの巣駆除」は、危険を伴う、専門知識が必要となる作業です。現在町職員で対応し
ていますが、専門知識もなく、刺傷事故や駆除困難な状況が増えています。
　このため、従来行っていた町職員による駆除作業を廃止することになりました。
　４月以降、「ハチの巣駆除」は、巣ができている場所の所有者か管理者が自らの責任で
行ってください。駆除が困難であると判断された場合は、職業別電話帳に記載されている
ハチ駆除のページで紹介のある駆除業者、または下記の協会にご相談・ご依頼ください。

■駆除業者紹介　一般社団法人　奈良県ペストコントロール協会　☎0742-23-7312
■問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線136）

現　行 改正後

仮徴収
（４月・６月・８月）

前年度分の
本徴収税額÷３�

［前年度２月分と同額］

（前年度分の
年金特別徴収税額の

1/2）÷３

本徴収
（10月・12月・

翌年２月）

（年金特別徴収税額
－仮徴収税額）÷３

（年金特別徴収年税額
－仮徴収税額）÷３

9



　消防署からのお知らせ ■問い合わせ先　奈良県広域消防組合  大淀消防署
　　　　　　　　☎0�4�-�2-1199

家具類の転倒防止措置

家具配置上のポイント

住宅の耐震化と家具の転倒防止
　地震被害の中で、家庭内の家具類やテレビ、
人形ケースなどが落下して死傷する場合が多く、
家具類の倒れてこない安全
な空間を確保することが重
要です。

◦家具類は、壁に密着させる。
◦�壁と天井の間を突っ張り棒・Ｌ型金具・木ねじ
等で固定する。

◦�棚やタンスの上には、重い物を置かない。
 

◦�家具類は、壁体から離して置くよりピッタリ
とくっつけて置いた方が倒れにくい。

◦�本棚や戸棚に収納する本や陶器類は普段使い
やすい位置や目の届きやすい位置に配列しが
ちであり、重心が高くなる傾向があるので、
下部に重いものを置くよう収納方法にも注意
する。

◦�家具類は、ガラスを背にして置くと、家具類
の揺れにより窓ガラスが割れるので注意する。

◦�幼児、高齢者、病人等がいる部屋は、努めて
家具を置かないようにする。

慌てずに１１９番！
　119番通報はすべて奈良県広域消防組合消防本部
通信指令センター（橿原市）で受信しています。通報
されるときは、慌てずに次のことをお伝えください。

①火事なのか救急なのか
②住所・場所、付近の目標物
③救急のときは「誰が、どうしたのか」
　火事のときは「どこが・何が燃えているのか」
④通報された人の名前と電話番号

災害・病院の問い合わせは
　サイレンが聞こえたとき、災害の状況を確認した
いときは「災害案内ダイヤル」ご利用ください。最寄
りの消防署では対応できないことがあります。
■災害案内ダイヤル　☎0180-99-7552

　県内の病院に関する問い合わせは、「奈良県救急安
心センター」や「こども救急電話相談」が対応していま
す。なお、症状が重篤ですぐに救急車が必要な場合は、
119番通報をお願いします。
■奈良県救急安心センター相談ダイヤル（24時間受付）
　＃7119　または　☎0744-20-0119
■こども救急電話相談（午後６時～翌朝８時、日祝終日）
　＃8000　または　☎0742-20-8119

み
ん
な
の
力
で
ま
ち
を
元
気
に
！　

〜
活
動
報
告
〜

大
淀
町
人
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
助
成
制
度

今
年
度
助
成
制
度
を

活
用
し
た
活
動

▲

「
梨
の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」事
業

▲

 「
蕎
麦
づ
く
り
・
花
づ
く
り
で

楽
し
い
村
づ
く
り
」事
業

　

町
で
は
、
町
民
の
み
な
さ
ん
が
地
域
を
元
気
に

す
る
た
め
の
地
域
づ
く
り
活
動
や
、
地
域
の
課
題

を
解
決
す
る
た
め
の
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
団

体
・
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
活
動
経
費
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
す
。

　
「
活
動
の
内
容
を
発
展
さ
せ
た
い
」「
新
た
な
活

動
を
始
め
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
団
体
・
グ
ル
ー

プ
の
み
な
さ
ん
に
活
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

※　

平
成
29
年
度
の
募
集
は
４
月
ご
ろ
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
制
度
の
詳
細
は
広
報
４
月
号
に
て

再
度
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

企
画
政
策
課
（
内
線
２
２
２
）

◦
地
域
資
源
を
活
か
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
通
し

て
、
都
市
住
民
と
の
交
流
を
す
す
め
る
活
動

◦
サ
ロ
ン
活
動
や
朝
市
の
開
催
な
ど
を
通
し

た
、
地
域
住
民
の
交
流
や
生
き
が
い
づ
く
り

の
た
め
の
活
動

◦
他
世
代
と
の
交
流
を
通
し
た
、
子
ど
も
の
健

全
育
成
の
た
め
の
活
動　

等

例
え
ば
、
対
象
と
な
る

の
は
こ
ん
な
活
動
で
す
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ゴ ル フ 場 水 質 検 査 結 果 報 告
　町内３カ所のゴルフ場（４地点）における、水質検査結果を下記のとおり公表します。それぞれ水質、有害物質、
農薬について実施されています。下表の検査は、平成28年度に実施された、一般項目、農薬関係についてのもので、
基準値の超過はありませんでした。今後も引き続き自然環境と地域住民の健康で文化的な生活を守るため、町内３
カ所のゴルフ場に対し、農薬の適正使用について関係機関と連携して行政指導し、より一層の環境保全に努めます。

一　般　項　目
項　　目 単　位 基準値等

ゴ　　　ル　　　フ　　　場
A 地点 B 地点 C 地点 D 地点

水 素 イ オ ン 濃 度 pH 5.8～8.6 7.1
（25.0℃）

7.4
（21.5℃）

7.3
（22.5℃）

7.7
（17.0℃）

生物化学的酸素消費量
（BOD） mg/L 25 7.6 2.2 7.6 1.4

化学的酸素消費量（COD） mg/L 160 11.0 3.0 16.0 7.2
浮 遊 物 質 量（SS） mg/L 90 7.0 1.0未満 17.0 2.0
カ ド ミ ウ ム 含 有 量 mg/L 0.1 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ―
シ ア ン 化 合 物 含 有 量 mg/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 ―
鉛 含 有 量 mg/L 0.1 0.005未満 0.005未満 0.005未満 ―
総 水 銀 含 有 量 mg/L 0.005 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 ―
ア ル キ ル 水 銀 含 有 量 mg/L 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 ―
大 腸 菌 群 数 MPN/100mL 基準値なし 11,000 5,400 1,100 ―
全 窒 素 mg/L 120 1.1 0.1 2.9 ―
全 燐 mg/L 16 0.110 0.015 0.130 ―

農　薬　関　係

�※指針値＝ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の別表
�　　　　　【平成２年５月24日環水土第77号環境庁水質保全局長通知（最終改正　平成25年６月18日環水大土発第1306181号）】

■問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線 136）

薬　　品　　名 単　位 ※指針値
ゴ　　　ル　　　フ　　　場

Ａ地点 Ｂ地点 Ｃ地点 D 地点
殺 

虫 

剤

ク ロ チ ア ニ ジ ン mg/L 2.5 0.001未満 0.001未満 ― ―
ペ ル メ ト リ ン mg/L 1 0.001未満 0.001未満 ― ―
フ ル ベ ン ジ ア ミ ド mg/L 0.45 0.001未満 0.001未満 0.001未満 ―

殺　

菌　

剤

チ ウ ラ ム mg/L 0.2 0.0006未満 0.0006未満 ― ―
イ ソ プ ロ チ オ ラ ン mg/L 2.6 0.001未満 0.001未満 ― ―
ク ロ ロ タ ロ ニ ル mg/L 0.4 0.001未満 0.001未満 ― ―
シ プ ロ コ ナ ゾ ー ル mg/L 0.3 0.001未満 0.001未満 ― ―
チ フ ル ザ ミ ド mg/L 0.5 0.001未満 0.001未満 ― ―
フ ル ト ラ ニ ル mg/L 2.3 0.001未満 0.001未満 ― ―
シ ア ゾ フ ァ ミ ド mg/L 4.5 0.001未満 0.001未満 ― ―
ジ ラ ム mg/L 指針値なし 0.01未満 0.01未満 ― ―
ペ ン シ ク ロ ン mg/L 1.4 ― ― 0.001未満 0.001未満
テ ブ コ ナ ゾ ー ル mg/L 0.77 ― ― 0.001未満 ―
ア ゾ キ シ ス ト ロ ビ ン mg/L 4.7 ― ― 0.001未満 ―
ジ フ ェ ノ コ ナ ゾ ー ル mg/L 0.3 ― ― 0.001未満 ―
ペ ン チ オ ピ ラ ド mg/L 2 ― ― 0.001未満 ―

除　

草　

剤

フ ェ ノ キ サ ス ル ホ ン mg/L 4.5 ― ― ― 0.01未満
イ マ ゾ ス ル フ ロ ン mg/L 指針値なし ― ― ― 0.001未満
オ キ サ ジ ク ロ メ ホ ン mg/L 0.24 ― ― ― 0.001未満
ヨ ー ド ス ル フ ロ ン�
メ チ ル ナ ト リ ウ ム 塩 mg/L 指針値なし ― ― ― 0.001未満

メコプロップ Pカリウム塩 mg/L 0.47
（メフプロップとして） ― ― ― 0.001未満
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法定検査を受けましょう ! （７条検査・11条検査）
　「法定検査」では浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと
確保されているかを確認します。「法定検査」は下表のように区別されています。
これらの検査は「保守点検」「清掃」とは別で、必ず受けるようにしてください。
　「法定検査」の実施は、一般社団法人�奈良県環境保全協会に依頼してください。

保守点検を受けましょう !
　「保守点検」では浄化槽の機能を
維持するために、機器類の調整や
消毒薬の補充等をおおむね４カ月
に１回以上実施しなければなりま
せん。（処理方式や処理対象人員に
よって回数は異なります。）
　「保守点検」は、県の登録業者に
委託してください。

清掃を行いましょう !
　浄化槽には、汚泥やスカム等が少しずつ溜まっ
てきます。これらを放置すると浄化槽の機能が低
下し、悪臭や水質悪化の原因になります。
　「清掃」では浄化槽の機能を維持するために１年
に１回以上これらの引き抜きを行います。
　「清掃」は町の許可業者に委託してください。

■問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線136)

検査名 検査の目的 検査の時期

７条検査 浄化槽の設置工事が適正に行われ、本来の機能を発揮し、放
流水質が基準値を超えていないかを確認するための検査です。

浄化槽の使用開始後３～８カ月
以内に受けなければなりません。

11条検査 「保守点検」や「清掃」が法律の規定通りに実施され、浄化槽が
正常に機能しているかを確認するための検査です。

１年に１回受けなければなりま
せん。

浄化槽は微生物の働きによって水をきれいにします。
その機能を維持するために、次のことが必要です。

家
庭
で
で
き
る
対
策

生
活
排
水
対
策
例

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

環
境
整
備
課（
内
線
１
３
６
）

　

普
段
、
私
た
ち
が
飲
み
水
な
ど
に
利
用
し

て
い
る
水
は
吉
野
川
か
ら
来
た
も
の
で
す
。

そ
の
吉
野
川
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
で
い
つ

ま
で
も
安
心
で
安
全
な
水
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

私
た
ち
の
吉
野
川
を
き
れ
い
に
す
る
た
め

に
は
、
下
水
道
へ
の
接
続
や
合
併
浄
化
槽
の

設
置
が
効
果
的
で
す
。
下
水
道
や
合
併
浄
化

槽
を
上
手
に
活
用
し
て
、
き
れ
い
な
吉
野
川

を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

水
を
き
れ
い
に

し
ま
し
ょ
う

　

大
淀
町
の
水
源
で
あ
る
吉
野
川
を
き
れ
い
に
す

る
た
め
に
、
私
た
ち
が
家
庭
で
で
き
る
こ
と
を
実

践
し
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
汚
れ
の
原
因
と
な
る

も
の
を
流
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

<

台
所
で
で
き
る
こ
と>

〇
流
し
台

◦�

ゴ
ミ
は
こ
ま
め
に
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

◦�

排
水
口
に
は
水
切
り
袋
や
使
え
な
く
な
っ
た
ス

ト
ッ
キ
ン
グ
な
ど
細
か
い
網
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

〇
食
用
油

◦�

で
き
る
だ
け
使
い
切
り
ま
し
ょ
う
。

◦�

余
っ
た
油
は
流
し
に
流
さ
ず
、
新
聞
紙
や
布
に

染
み
込
ま
せ
る
な
ど
の
方
法
で
ゴ
ミ
と
し
て
出

し
ま
し
ょ
う
。

〇
調　

理

◦�

料
理
は
余
ら
な
い
よ
う
に
作
り
ま
し
ょ
う
。

◦�

煮
汁
は
工
夫
し
て
使
い
切
り
ま
し
ょ
う
。

◦�

米
の
と
ぎ
汁
は
庭
や
植
木
に
ま
く
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

◦�

調
理
く
ず
・
食
べ
残
し
は

肥
料
に
す
る
方
法
も
あ

り
ま
す
。

〇
食
器
洗
い

◦�

鍋
・
食
器
の
汚
れ
は
古
新
聞
や
ゴ
ム
べ
ら
な
ど

で
ふ
き
取
っ
て
か
ら
洗
い
ま
し
ょ
う
。

◦�

洗
剤
は
適
正
に
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

<

洗
濯
で
で
き
る
こ
と>

〇
洗　

剤

◦�

計
量
ス
プ
ー
ン
な
ど
で
量
っ
て
適
量
を
使
い
ま

し
ょ
う
。

◦�

洗
剤
は
自
然
に
か
え
り
や
す
い
も
の
を
使
い
ま

し
ょ
う
。

〇
洗
い
水

◦�

お
風
呂
の
残
り
湯
を
使
い
ま
し
ょ
う
。
汚
れ
が

良
く
落
ち
ま
す
。

<

地
域
で
で
き
る
こ
と>

〇
水
路
や
河
川

◦�
身
近
な
水
路
や
河
川
を
定

期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。

12



春期短期水泳教室のご案内
　３日間のレッスンで苦手を克服しましょう！全ク
ラス、最終日に進級試験を実施します。
◇日　　程　３月 29日（水）～
　　　　　　31日（金）の３日間
◇持 ち 物　水着・水泳帽・タオル・
　　　　　　ゴーグル（必要な人のみ）
◇申し込み　先着順です。電話または窓口にて予約
　　　　　　後、窓口にて手続きをお願いします。

◇開館時間　（月・水～土曜日）午前10時～午後10時
　　　　　　（日曜日・祝日）午前10時～午後５時
◇休 館 日　毎週火曜日・年末年始

４月１日から、ご利用料金が変わります

コース 時　間 対　象 料金・定員

① 午後３時～
午後４時

一般（４歳～小学生）
本科生（カニ～15級）

3,500円
30人

②
午後４時10分

～
午後５時10分

一般（小学生でクロール
　　　が泳げる子）

本科生（14級～ SP級）

3,500円
40人

③
午後５時20分

～
午後６時20分

少人数特別レッスン
（�４歳～、コーチ１人に
つき子ども２人まで）

5,000円
10人

　平成29年町議会第１回臨時会が、１月2�日（金）
に開催されました。
　臨時会では、南和広域医療企業団議会議員の補
欠選挙が行われ、福本知則議員が当選されました。

だより
平成29年町議会第１回臨時会

公立保育所　臨時保育士募集
保育士の資格をお持ちの人、子どもたちの
笑顔にふれながら、お仕事しませんか？

■募集人数　１人
■資　　格
　�保育士資格を有する人、または平成29年３月
31日までに保育士資格を取得する見込みの人

■勤 務 先
　町立第一保育所または町立あおぞら保育所
■勤 務 日
　４月１日から（週休２日）
■勤務時間
　午前８時30分～午後４時30分
※　早出・遅出あり（シフト制）
■給　　与　月額　151,000円
■待　　遇　交通費支給・社会保険等
■応募方法
　電話連絡のうえ、履歴書（写真添付）・保育士資
格の写しを持参または郵送してください。後日、
面接日等を連絡します。

■申し込み・問い合わせ先
　町役場　福祉課（内線117）
　　〒638-8501　大淀町桧垣本2090番地

講師・特別支援員・
給食調理員の募集

○学校・幼稚園講師、特別支援員（登録）
■勤 務 先　町立小学校・町立中学校・町立幼稚園
■勤 務 日　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
■勤務時間　午前８時15分～午後５時
■待　　遇　交通費支給・社会保険等
■採用方法
　講師等の登録を随時受付しており、登録をされ
た人の中から必要に応じて臨時的に採用します。
　登録していただいても必ず採用
されるわけではありません。

○学校給食調理員
■人　　数　若干名
■勤 務 先　町立小学校・町立中学校
■勤 務 日　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
■勤務時間　午前７時30分～午後４時15分
　　　　　　※　時間は相談に応じます。パート可
■給　　与　月額　120,600円
■待　　遇　交通費支給・社会保険等

○応募方法（共通）
　電話連絡のうえ、履歴書（写真添付）を持参また
は郵送してください。後日、面接日等を連絡します。
※�　学校・幼稚園講師の場合は教員免許状の写し
も提出してください。

■申し込み・問い合わせ先
　町教育委員会　学務課　☎0747-52-1522
　　〒638-8501　大淀町桧垣本2090番地

改定前 改定後

町内
在住

定期券（1カ月） 4,930円
定期券（６カ月） 26,740円
定期券（１　年） 49,370円

町外
在住

定期券（１カ月） 4,930円 5,300円
定期券（６カ月） 26,740円 29,150円
定期券（１　年） 49,370円 53,000円

一時利用（大　人） 820円 850円
一時利用（子ども） 410円 430円

大人回数券（11枚綴
つ づ

り） ― 8,500円
子ども回数券（11枚綴り） ― 4,300円
子どもスイミング（１カ月） 3,290円 4,000円
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▲
 

第
４
回
あ
っ
た
か
も
ん

　

グ
ラ
ン
プ
リ
で
も 

再
び
入
賞
！

▲

 大淀“幸
しあわせ

”番茶にゅうめん

▲受賞した町商工会番茶プロジェクトのみなさん

近畿農政局長賞を受賞
町商工会 番茶プロジェクト

　２月２日（木）に京都ガーデンパレスで開催さ
れた平成28年度地産地消等優良活動表彰式に
おいて、町商工会番茶プロジェクト（委員長 浅
田義彦さん）が行っている活動が、地域の生産
者と消費者を結びつけ地域の活性化につながる
地産地消の取り組みとして特に優秀と認めら
れ、近畿農政局長賞を受賞されました。
　町番茶プロジェクトは、平成22年に町商工
会員の有志のみなさんにより発足し、町特産の

「お茶」、とりわけ国内でも数少ない伝統製法
を守り続けている中増地区の「日干番茶」を使っ
てグルメやスイーツなどの商品開発を進めてお
り、ソフトクリームやわらびもちをはじめ、最
近ではバーガーなどの人気商品も道の駅で販売
されています。

“夢”を持つことのすばらしさを子どもたちに！
JFA こころのプロジェクト「夢の教室」

　夢の教室が、１月17日（火）に大淀希望ヶ丘小学校で、１月26日（木）に大淀桜ヶ丘小学校で開催されま
した。夢の教室は、2007年から公益財団法人日本サッカー協会が実施している事業で、現役のＪリーグ
選手・なでしこリーグ選手、その OB・OG などのサッカー関係者、および他競技の現役選手、その OB・
OG が、夢先生として小学５年生を対象に自らの体験をもとに「夢を持つことの大切さ」、「仲間と協力する
ことの大切さ」などを実技と講義を通じて児童たちに伝えることを目的に開催されています。

～大淀希望ヶ丘小学校～
☆�夢先生
　若月　健矢さん
　（オリックス・バッファローズ選手・背番号37）
　波戸　康広さん
　（横浜 F・マリノス　アンバサダー）
★�アシスタント
　今井　祐樹さん（JFAスタッフ）

～大淀桜ヶ丘小学校～
☆�夢先生
　西浦　直亨さん
　（東京ヤクルトスワローズ選手・背番号３）
　長本　大将さん
　（元フットサル選手）
★�アシスタント
　梅田　　翼さん（元フットサル選手）

▲希望小５年１組のみなさん ▲希望小５年２組のみなさん ▲桜小５年１組のみなさん ▲桜小５年２組のみなさん

　先日奈良市平城京跡で開
催された「第４回あったか
もんグランプリ」において
も、この日干番茶を練りこ
んで開発したそうめんを使
用した「おおよど“幸

しあわせ

”番茶
にゅうめん」が審査員特別
賞を受賞しました。

　今回の受賞に際し、委員長の浅田さんは「大淀町に
はお茶、梨をはじめ魅力ある農作物がたくさんあり、
その魅力をもっと広く知ってもらうためにどうしたら
いいのか？ということから私たちは『食』という切り口
でやってまいりました。今回プロジェクトがこのよう
な賞をいただいたことは、何よりもおいしい農作物を
一生懸命生産していただいている農家のみなさんのお
かげだと思っています。これからも私たち商工業者の
役割として、まちの魅力をもっと消費者のみなさんに
届ける地産地消の取り組みを進めていきたいと思いま
す。」と話してくださいました。
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　夜間中学では、貧困・戦争・差別など、さまざまな
理由により学習の機会を奪われた人や在日外国人など
のみなさんが、人と人との繋がりを大切に、ことばや
文字の獲得などの活動に取り組まれています。
　「吉野に夜間中学をつくる会」は、平成８（1996）年
９月に結成され、毎週月曜日と金曜日の夜間、町中央
公民館にて吉野自主夜間中学を開校しています。県夜
間中学研究集会の研究課題の１つに、「夜間中学に行き
たい人が大切にされる世の中にしよう」があり、その
意義を大切に「地域に根づき、ともに生きる」発信基地
として夜間中学の活動を進められています。
　10月２日（日）には、町文化会館視聴覚室にて20周
年記念集会が開催されました。記念集会には、町内の
みなさんをはじめ、県内の公立夜間中学・自主夜間中
学のみなさんや県夜間中学連絡協議会、吉野郡（東）町
村教育委員会協議会、県教育委員会、町人権のまちづ
くり運動推進協議会から多くの人が参加され、当日は

「新ちゃんのお笑い人権講座」と題して、落語家 露の
新治さんの記念公演がありました。
　「吉野に夜間中学を
つくる会」は、これか
ら も「地 域 に 根 づ き、
ともに生きる」を更に
発展させ、「ともに生き
合う知恵と知識」を求
めて取り組まれます。

吉野に夜間中学をつくる会
吉野自主夜間中学 20周年記念集会

▲大淀町の発表

▼協議会の様子

　１月29日（日）、平城宮跡で行われた奈良県冬季誘客
イベント「大立山まつり」に、ちびっ子桧垣本座の座員
が参加しました。仕舞「老松」を舞う園児の姿に、会場
はとても和んでいました。座員たちが助け合いながら
取り組んでいる様子がみなさんに伝わったからだと思
います。また、来場者と一緒に待

ま ち

謡
うたい

「高砂」も謡いまし
た。大きな声で謡う人がいてびっくりしました。
　今月、25日（土）は卒業発表会です。連吟「四海波」、
舞
ま い ば や し

囃子「老松」「岩船」「羽衣」「神舞」「中之舞」、独調「吉
野天人」を発表します。座員たちも最近は、稽古のと
きは集中し、休憩のときは思いっきり遊ぶという切り
替えができるようになりました。勉強と遊びの切り替
えに繋がってくれることを願います。
　発表会には今年もちびっ子桧垣本座の OG が参加し
てくれます。ぜひ、大和猿楽子どもフェスティバル＆
ちびっ子桧垣本座卒業発表会にお越しください。能
楽のほか雅楽の演奏、能面の展示、知育ブロック・ラ
キューの作品展示等もあります。詳しくは今月号の折
込チラシ
をご覧く
ださい。

　近鉄六田駅を降りて、歩いて北野台団地に
行く用事のある、あなた。たまには、珍しい
古道を歩いてみませんか？
　駅から少し東へ行き、北六田のお寺・安養
院をめざします。その奥に、北野台へと続く
谷沿いの山道があります。右手に川の音、左
手に小鳥のさえずりを聞きながら、なだらか
な上り坂をあがってゆくと、ぱあっと視界が
ひらけて、目の前に石の道標が立っています。
　「左 つぼさか道」と
刻んだ、この道標。峠
を越えて壷阪寺（高取
町）をめざす人々の目
に、しっかりと焼き
ついたことでしょう。
　残念ながら、北野
台の街中に出るとこ
の古道の痕跡は途絶
え て し ま い ま す が、
ちょっとしたタイム
スリップを味わえま
す。暖かくなったら、
ぜひお試しを。

おおよどの魅力 再発見　35

〈つぼさか〉へと続く道

▲「つぼさか道」の道標

奈良県代表として発表
近畿スポーツ推進委員研究協議会
　平成28年度近畿スポーツ推進委員研究協議
会が、２月３日（金）・４日（土）の２日間、和歌
山県那智勝浦町で開催されました。
　研究協議会では、「地域の魅力を生かしたス
ポーツ活動」をテーマにシンポジウムが開催さ
れ、近畿２府４県の代表が活動事例発表を行
いました。
　奈良県を代表して本町スポーツ推進委員長
の篠原達司さんが、大淀町の現状と課題につ
いて、大淀町の概要、スポーツを取り巻く現状、
スポーツ推進委員の構成、スポーツ推進委員
の活動報告、今後の課題、スポーツ推進委員
の資質向上などの事例報告を行いました。
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予防接種名 実施日・
受付時間

対象児
今月通知する子 前の対象で受けていない子

B C G ４月10日（月）
４月11日（火）

①午前10時～
　午前10時30分

②午後１時30分～
　午後２時

H28.10.30～
H28.11.26生まれ １歳未満の子

み ず ぼ う そ う H28. ２. １～
H28. ２.27生まれ １歳から３歳未満の子

麻 し ん
風 し ん
混 合

１期 H28. ３.30～
H28. ４.26生まれ １歳から２歳未満の子

２期 H23. ４. ２～
H24. ４. １生まれ 就学前の年長児

※１　今月通知対象児には予診票を送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
　●上記日程はすべて予約制です。必ず接種の３日前までに町保健センターへ予約してください。
　●転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

　 実施日　・　受付時間 対　　　象

４ カ 月 児 健 康 診 査
３月21日（火）・午後１時 H28.11. １～ H28.11.30生まれ
４月27日（木）・午後１時 H28.12. １～ H28.12.31生まれ

10 カ 月 児 健 康 診 査
３月21日（火）・午後０時45分 H28. ５. １～ H28. ５.31生まれ
４月27日（木）・午後０時45分 H28. ６. １～ H28. ６.30生まれ

１ 歳 ６ カ 月 児 健 康 診 査 ３月22日（水）・午後１時15分～午後２時 H27. ８. １～ H27. ９.30生まれ
３ 歳 児 健 康 診 査 ４月28日（金）・午後１時15分～午後２時 H25. ９. １～ H25.10.31生まれ
モ グ モ グ 離 乳 食 講 座
( ７カ月児��２回食離乳食講座） ４月６日（木）・午前９時 H28. ８. １～ H28. ８.31生まれ

※１　対象児にはお知らせを送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
※３　健康診査は受付順です。　　※４　�４カ月児・10カ月児健康診査では、離乳食講座の実施があります。
　●４月以降の日程については、３月現在の予定です。変更になる場合がありますので、あらかじめご理解ください。

４月６日（木）です。
［乳幼児］午前10時～午前11時
　　　　�身体計測や、保健師・栄養士に
�������������よる健康や育児についての相談
�������������を行います。

［成　人］午後２時～午後４時
��������������尿検査・血圧測定・禁煙相談（要

予約）・保健師や栄養士による健
康についての相談を行います。

●子どもの健康診査・離乳食講座

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町保健セン
ターで交付しています。印鑑と妊婦のマイナンバーが
分かるものを持ってきてください。

母子健康手帳は町保健センターで交付しています

●予防接種

予防接種名 実施日・
受付時間

対象児
今月通知する子 前の対象で受けていない子

B C G
３月14日（火）
３月29日（水）

①午前10時～
　午前10時30分

②午後１時30分～
　午後２時

H28. ９.28～
H28.10.29生まれ １歳未満の子

み ず ぼ う そ う H27.12.22～
H28. １.31生まれ １歳から３歳未満の子

不 活 化 ポ リ オ ３種混合を接種し、不活化ポリオ（生・不活化あ
わせて、計４回）を規定回数終了していない子

麻 し ん
風 し ん
混 合

１期 H28. ２.28～
H28. ３.29生まれ １歳から２歳未満の子

２期 H22. ４. ２～
H23. ４. １生まれ 就学前の年長児

３種混合２期
（２種混合） 13歳未満の子

日 本 脳 炎

１期 ７歳６カ月未満の子

２期
◦小学４年生の子
◦�高校１年生に相当する年齢以上20歳未満で、
第２期の接種を受けていない人

麻しん風しん混合の第２期の接種期
限は３月 31 日（金）までです。今年度
対象児のお子さんは、４月以降は接
種できませんので注意してください。

平
成
28
年
度　

３
月

平
成
29
年
度　

４
月
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高齢者（65歳以上）の肺炎球菌ワクチン接種［定期接種］３月末まで
■対 象 者　年度ごとに対象者が限られます。該当される人には、個別にご案内を郵送しました。
　　　　　　下記対象者でご案内の通知をお持ちでない人は、町保健センターまで連絡してください。

　平成2�年度の定期接種対象者 ( 定期接種の料金3,000円で受けられる人 )

■接種期限　３月31日（金）まで
■問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747－52－9403

※�　以前に肺炎球菌のワクチンを接種
　されたことのある人は対象外です。
※�　昭和27年４月２日～昭和32年４月１日生の人
で、心臓・腎臓・呼吸器などの疾患を有する人の
うち、重症な人も該当します。接種の対象に該
当するかどうかは、主治医に相談してください。

　⇒　該当される人にはご案内を郵送しますので、
　　町保健センターまで連絡してください。

条件等 対象生年月日
65歳になる人 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生の人
70歳になる人 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生の人
75歳になる人 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生の人
80歳になる人 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生の人
85歳になる人 昭和 6年４月２日～昭和 7年４月１日生の人
90歳になる人 昭和 1年４月２日～昭和 2年４月１日生の人
95歳になる人 大正10年４月２日～大正11年４月１日生の人
100歳になる人 大正 5年４月２日～大正 6年４月１日生の人 定期接種の対象外の人については費用の助成を

行っています。詳しくは問い合わせてください。

町の集団検診の内容について
①問診
②視診・内診（検診車）
　�内診台に上がり、婦人科医が子宮
頸部や膣

ち つ

の内部に出血の有無やた
だれなどがないか確認します。

③子宮頸部細胞診
　�細胞診では、子宮頸部の表面から
綿棒などでこすりとった細胞を顕
微鏡で調べます。

　3月 1日から 3月 8日の週は、「女性の健康週間」になっています。
また、3月 8日は「国際女性の日」です。
　平成 19年４月に内閣でまとめられた「新健康フロンティア戦略」
では、国民の健康寿命を延ばすことを目標に、国民自らが取り組ん
でいくべき９つの分野の１つとして「女性の健康力」が位置付けら
れています。
　女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ご
すことを総合的に支援するため、「女性の健康週間」を創設し、女性
の健康づくりを国民運動として展開することとされています。この
機会に女性自身が、また、女性を取り巻く社会が女性の健康に関心
をもち、女性の健康力を高めていきましょう。

子宮頸
け い

がんについて
　子宮頸がんは女性がかかるがんの第 5 位で、
2012 年に子宮頸がんに罹

り か ん

患した人は 10,908 人と
年々増加しています。年齢別罹患数を見ると、20
歳代、30歳代といった比較的若い世代から発症が
急上昇することがわかります。
　子宮頸がんは、早期に見つければ治療がしやす
く予後が良いといわれています。しかし、初期に
はほとんど症状がないので、2年に 1度は定期的
に検診を受けて早期に発見することが大切です。

（厚生労働省　新健康フロンティア戦略概要より）

■年齢別罹患数
　（がん情報サービス　罹患数（全国推計値）2012 より）
人
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■問い合わせ先
　町保健センター（健康増進課）　☎ 0747-52-9403

平成 29 年度の検診日程は、
４月号広報折込の町保健事業
予定表でお知らせします。

子宮頸がん検診は、2年度に 1回の受診間隔です。
�今年度（平成 28年４月～平成 29年 2月まで）に
受診された人は平成29年度は対象になりません。

～町保健センターは、２月13日（月）に町役場３階へ移転しました～
移転に伴う電話番号および FAX番号に変更はありません。詳しくは問い合わせてください。

1�



　　　法テラス
　身近な法的トラブルについてお
気軽に問い合わせてください。
　解決に役立つ法制度や最適な相
談機関を紹介します。

■問い合わせ　
　法テラス奈良　☎050－3383－5450
　法テラス南和法律事務所
　（下渕やすらぎビル内）　

☎050－3383－0025

人権相談

教育相談（予約が必要です）

消費生活相談

児童相談

■日時　午前９時〜午後４時
　　　　（土、日、祝日を除く毎日）
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権施策推進室

■日時　火〜金曜日
　　　　午前10時〜午後４時
■場所　大淀町適応指導教室
■問い合わせ　大淀町適応指導教室
　　　　　　　☎0746−34−5016

■日時　毎月第２・第４水曜日
　　　　午後１時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町社会福祉協議会
　　　　　　　☎0747−52−1941

■日時　３月16日㈭
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　大淀町役場

■問い合わせ　大淀町役場人権住民課
　　　　　　　☎0747−52−5501
■日時　４月14日㈮予定
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081
■日時　５月16日㈫予定
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　下市町役場
■問い合わせ　下市町役場住民保険課
　　　　　　　☎0747−52−0001

■日時　毎週火曜日
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権住民課
　　　　　　　☎0747−52−5501

■日時　３月18日㈯　　
　　　　午前９時〜午後４時
■場所　大淀町中央公民館
■問い合わせ　
　県建築協同組合中吉野支部
　☎0747−52−9971

■日時　毎月第２火曜日
　　　　午前10時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　県交通安全対策課
　　　　　　　☎0742−27−8731

■日時　４月７日㈮　
　　　　午前10時30分〜午後４時
■場所　吉野町中央公民館
■問い合わせ　高田こども家庭相談センター
　　　　　　　☎0745−22−6079

心配ごと合同相談

住宅増改築相談

無料交通事故相談

無料法律相談（予約が必要です）

日
本
と
ト
ル
コ
の

友
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係

人権コラム
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黒
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・
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か
。

　

今
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こ
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０
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ト
ル
コ
海
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ル
ト
ゥ
ー
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号
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日
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沖
で
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の
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こ
の
こ
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ル
コ
の
教
科
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に

載
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て
お
り
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学
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の
授
業
で
も
教

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
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ル
コ
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ら
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た
め
に

命
が
け
で
救
出
し
て
く
れ
た
の
で
す
。

今
日
の
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本
と
ト
ル
コ
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友
好
関
係
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大
き
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与
さ
れ
た
、
２
つ
の
大

き
な
事
件
で
し
た
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困
っ
た
と
き
に
は
手
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さ
し
の
べ
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け
合
う
。
人
と
し
て
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切
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心
で
国
と
国
が
つ
な
が
っ
た
と
き
、

時
間
も
国
境
も
越
え
て
真
の
友
情
を

育
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
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個
人
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
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っ

て
い
る
人
が
い
れ
ば
手
を
さ
し
の
べ
、

相
談
に
の
る
と
い
っ
た
行
動
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
た
い
も
の
で
す
。
そ

の
ち
ょ
っ
と
し
た
行
動
が
悩
ん
で
い

る
人
に
大
き
な
希
望
や
勇
気
を
与
え
、

ま
た
、
自
分
が
逆
の
立
場
に
な
っ
た

と
き
、
支
え
て
く
れ
る
存
在
と
な
り

う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

町
文
化
会
館
に
は
、
こ
れ
ら
の
事

件
に
つ
い
て
の
図
書
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
読
ん
で

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

毎月11日は人権を確かめあう日
201�年 吉野郡記念集会

■日　時　4月11日（火）��
　　　　　午後１時～
■場　所　下市観光文化センター
■内　容　映画上映
　　　　　「愛を積むひと」
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「お家でのお子さまとの関わり方」「食事について」
「授乳」など、家庭での子育てについて相談がある場
合は、自宅に訪問します。気軽に利用してください。

　子育てを支援する町の事業で、延明保育園に委託し
て事業を実施しています。
■クラス
〇赤ちゃんクラス（３カ月～１歳３カ月）　火曜日
〇ちびっこクラス　月曜日・水曜日
■時　間
　午前10時～午前11時15分（午前９時30分から開放）
■場　所
　地域子育て支援センター
※　�月～金曜日は「あそびの森」の開放日です。自由に

利用してください。申し込みは必要ありません。
時間は午前10時から午後２時までです。

■持ち物
　水筒・お手ふき・参加費（大人１人につき100円）
■育児相談
　育児相談は随時受付をしています。
　�希望者は、延明保育園に直接申し込んでください。
■問い合わせ先
◦延明保育園　☎0747－52－0388
◦地域子育て支援センター　☎0747－53－0377

ベビーマッサージ
◇日　時　３月21日（火）　午前10時～
◇参加費　初回300円、次回から200円
◇持ち物　�バスタオル・タオル・防水シーツ・
　　　　　オムツなど、その他必要なもの

プレママっこ
３月７日（火）助産師とのフリートーク

赤ちゃんクラス
３月７日（火）産後エクササイズ

３月14日（火）
お別れ会　最後の活動を楽しみましょう♪
手作りおやつ「バナナ蒸しパン」
持ち物：お手ふき・飲み物

４月12日（水）発会式　新年度の登録を行います！
ちびっこクラス

３月６日（月）親子体操
３月８日（水）サーキットあそび

３月13日（月）
お別れ会　最後の活動を楽しみましょう♪
手作りおやつ「バナナ蒸しパン」
持ち物：お手ふき・飲み物

４月12日（水）発会式　新年度の登録を行います！

～　平成29年度 クラス登録を開始します　～
赤ちゃんクラス
◇対　　象
　�生後３カ月から１歳３カ月
　ごろのお子さんと保護者
◇活 動 日
　�主に火曜日
　（１回はプレママっこクラスと合同）
◇内　　容
　�ふれあいあそび・グループトークなど
※�　１歳３カ月を過ぎたお子さんは、
ちびっこクラスに移行します。

ちびっこクラス
◇対　　象
　�１歳３カ月以上のお子さん
と保護者

◇活 動 日
　主に月曜日・水曜日
◇内　　容
　�ふれあいあそび・
　うんどうあそび・
　制作あそびなど

プレママっこ
◇対　　象　妊娠中の人
◇活 動 日　月１回
◇内　　容
　�助産師とのフリートーク・先輩ママと
の交流・オイルマッサージなど

☆プレママ制度有☆
　登録された人で希望者は産後、助
産師の訪問を受けられます。
（おっぱいマッサージや育児相談など）

☆ ３月1�日（水）～1�日（金）は、自由開放です。
★ ３月22日（水）～４月11日（火）は、地域子育て

支援センターはお休みとなります。

　　�

平成28年度巡回展
川に生きた人たち

ー吉野川流域の考古学ー
■内　容
　�縄文・弥生時代の生業に関わる遺跡
を紹介（本町・越部ハサマ遺跡等）

■期間・場所
◦３月10日（金）～12日（日）
　森と水の源流館（川上村）
◦３月17日（金）～19日（日）
　吉野歴史資料館展示室（吉野町）
■時　間　午前９時～午後５時
■料　金　無料（申し込み不要）
■問い合わせ先
　県立橿原考古学研究所附属博物館
　☎0744-24-1185

町体育協会主催 春季大会　参加者募集
　町体育協会では春季大会の参加チーム・参加者を募集して
います。みなさんのご参加をお待ちしています！
　町ホームページに開催要項を掲載していますのでご確認
ください。（http://www.town.oyodo.lg.jp/）

ソフトボール 一般バレーボール ソフトテニス 卓　球

日
　
時

４月９日（日）
午前９時15分
※予備日
４月16日（日）

４月16日（日）

午前９時

４月９日（日）
午前９時

※予備日
４月16日（日）

４月29日（土）

午前９時

場
所 大淀健民運動場 町立平畑体育館 町平畑運動公園

サッカー場 町立平畑体育館

締
切 ３月28日（火） ３月28日（火） ３月28日（火） ４月18日（火）

■申し込み・問い合わせ先
　町体育協会事務局（町教育委員会　生涯学習課内）　☎0747-52-1522
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　３月27日から４月９日は絵本週間です。全国学校図書館協議
会が、すぐれた絵本文化の発展と、教育の場や家庭に「絵本読書」
が定着することを願って制定しました。期間は、アンデルセンの
誕生日で「国際子どもの本の日」でもある、４月２日の前後２週間
です。絵本は子どもだけのものではなく、大人だからこそ心に響
き、絵本から何か感じ取れるものがあるのかもしれませんね。

３月のおはなし会
●３月11日（土）　午後２時30分～
　こどものためのおはなし会

●３月19日（日）　午後３時～
　こどものためのおはなし会

●３月26日（日）　午後２時～
　大人のための朗読会　響

おはなし会のご案内開館20周年記念　図書の倍貸し

　町文化会館・図書館は、４月２日で
開館 20 周年になります。これを記念
して、図書館では好評の図書の倍貸し
を行います。期間中は、１人10冊まで、
４週間の貸出になります。この機会に
ぜひ図書館にお越しください。

■倍貸し期間　３月 25日（土）～４月２日（日）
■問い合わせ先　町立図書館　☎ 0747-54-2120

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 １

文化会館・図書館ともに休みの日

図書館が利用できない日

３月のカレンダー

　作者が投げかける「正解の
ない」ユニークな質問に、絵を
見ながら考え、想像力を働か
せながら答えていきます。例
えば、「いろいろなおじさんが
ならんでいます。読書がしゅ
み、というひとはどのひとで
しょう？そのわけは？」模範
解答はありません。人の数だ
け答えがある、五味太郎流「人
生の教科書」。子どもも大人
も楽しめるワークショップ絵
本です。

　とある病院に入院した、大富
豪でわがままな大貫は、そこで
絵本好きな少女パコと出会いま
す。ある日、勘違いからパコの
頬を叩いてしまった大貫は、彼
女が事故の後遺症で１日しか記
憶がもたない病気だと知りま
す。「ねえおじさん、前にもパコ
のほっぺに触ったよね ?」�昨日
を失った少女の心に、特別な思
い出を残そうとした大人たちの
心温まる奇跡の物語。

「質問絵本」
作／五味 太郎　ブロンズ新社

　絵本と心理学のコラボレーショ
ン。悩んだり、落ち込んだり、
先が見えなくなったり、大切な
誰かを失ったりしたとき、絵本
は力を貸してくれることが書か
れています。読み方、解き方次
第で絵本がどれほどの勇気を与
えてくれるのか、紙上で絵本セ
ラピーを体験することができま
す。さらに、「絵本のソムリエが
処方する心のくすり箱50冊」と
いうブックガイドつき。

「大人のための絵本セラピー
　　絵本はこころの処方箋」

著／岡田 達信　瑞雲舎

「パコと魔法の絵本」
著／関口 尚　幻冬舎

　ある日、犬は、野の道を疾
走する車の窓から投げ捨てら
れます。走り去る車、それを
追う犬。犬はずっとずっと車
を追います。でも車は見えな
くなってしまいます。捨てら
れた犬のその日の長いさすら
いをたどった、字のない絵本
です。言葉がなくても、犬の
姿と表情の白黒のデッサン画
がすべてをもの語り、強い印
象を与えます。

「アンジュール　ある犬の物語」
作／ガブリエル・バルサン　BL 出版
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幼 稚 園！て み てきゆめのたね
いっぱい

　春の風が優しく吹き、ようやく心地良い季節を感じられるようになっ
てきました。この１年間で、子どもたちはたくさんの宝物を見つけるこ
とができました。協力すること、挑戦すること、大声で笑うこと、思い
やることなど…そしてその横にはいつも友だちや家族、地域のみなさん
がいました。
　平成 28年度も、幼稚園の子どもたちは楽しく毎日を過ごすことがで
きました。一つ一つの経験が子どもたちの心を豊かに成長させてくれた
のだと思います。ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

今年度の
両園の交流会

１月 26 日（木）
越部の畑で大根を
収穫しました。

★
★★

おおよどせいぶようちえん
わ く わ く  に こ に こ

あ そ び に き て ね
　☎ 0745-67-1766　　 大淀町今木 779-4
　　�seibu-you@town.oyodo.lg.jp

♬ ♪

おおよどとうぶようちえん
幼稚園大好き

先生大好き　友だち大好き
　☎ 0746-32-0264　　 大淀町中増 61-2
　　�toubu-you@town.oyodo.lg.jp

♬

園庭開放
（両園共通）
３月７日（火）
３月14日（火）

５月 2� 日（金）
（上から２枚）

両園のみんなで一緒
に遊びました。

消
防
署
で
防
火
豆
ま
き
☆

２
月
３
日（
金
）

English Lesson
　"Season" は季節や時期という意味の英単語です。この単語１つ
で、いろいろな時期について話せます。例えば、野球を意味する
"baseball" を "season" とあわせれば、野球の試合が行われるシー
ズン "baseball�season" を表現することができます。
　今月のフレーズ "in�season" を直訳すると「時期の中」、つまり
「旬」を意味します。ぜひ "season" を使ってみてくださいね！

今月のフレーズ
in season

旬である

English Lesson

Test�season...

テストの時期だよ…

I�think�that�spring�might�be�my�
favorite�season�in�Japan.�Cherry�
blossom�season�is�so�nice�in�Yoshino!

日本で一番好きな季節は春かも。吉野の
桜の季節っていいね。

A�lot�of�fruits�are�in season�too!

フルーツも今が旬だよ！

There�are�so�many�things�
happening�this�time�of�year.�
Like�graduation�season!

毎年この時期はいろいろなこと
があるね。卒業シーズンだし！

You�can�really�appreciate�the�seasons�in�
Japan!

日本って本当にさまざまな季節を楽しめるね！
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■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
文
化
会
館

　

☎
０
７
４
７-

54-

２
１
１
０

　

町
文
化
会
館
あ
ら
か
し
ホ
ー
ル
で

実
施
し
て
い
る
イ
ベ
ン
ト
の
運
営

は
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
ス
テ
ー
ジ

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
と
い
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
組
織
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ

の
み
な
さ
ん
は
、
イ
ベ
ン
ト
を
支
え

る
こ
と
で
地
域
文
化
の
振
興
に
貢
献

し
よ
う
と
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
取
り
組
み
は
、
あ
ら
か
し
ホ
ー

ル
の
利
用
者
の
使
用
料
の
軽
減
に
も

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
な
た
も
、
あ
ら
か
し
ホ
ー
ル
の

ス
テ
ー
ジ
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
イ

ベ
ン
ト
づ
く
り
に
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
初
心
者
で
も
大
丈
夫
で
す
！�

こ
こ
で
し
か
得
る
こ
と
の
で
き
な
い

感
動
が
き
っ
と
あ
る
は
ず
で
す
。

※�　

照
明
急
募
!!�

少
し
で
も
興
味

が
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

■
活
動
内
容

　

ス
テ
ー
ジ
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
舞

台
・
照
明
・
音
響
の
３
部
門
の
専
門

講
習
を
受
け
、
裏
方
と
し
て
イ
ベ
ン

　

町
文
化
会
館
で
は
、
４
月
か
ら
平

成
29
年
度
あ
ら
か
し
友
の
会
会
員
を

募
集
し
ま
す
。
あ
ら
か
し
友
の
会
の

会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

町
文
化
会
館
主
催
の
催
し
で
次
の
よ

う
な
特
典
が
あ
り
ま
す
。

■
特　

典

①�

チ
ケ
ッ
ト
を
会
員
価
格
で
購
入
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。

②�

チ
ケ
ッ
ト
を
先
行
予
約
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。（
一
部
例
外
あ
り
）

③�

情
報
満
載
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど

を
お
送
り
し
ま
す
。

※�　

会
員
価
格
・
先
行
予
約
い
ず
れ

も
１
会
員
に
つ
き
チ
ケ
ッ
ト
４
枚

ま
で
。
チ
ケ
ッ
ト
の
先
行
予
約
枚

数
は
イ
ベ
ン
ト
に
よ
り
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�　

イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
１
割
未

満
の
割
引
も
し
く
は
割
引
が
適
用

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
年
会
費　

１
０
０
０
円

■
有
効
期
限

　

４
月
１
日
～
平
成
30
年
３
月
末
日

※�　

途
中
入
会
の
場
合
も
３
月
末
日

ま
で

　

来
年
度
も
魅
力
満
載
の
イ
ベ
ン
ト

を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご

期
待
く
だ
さ
い
。

ト
の
演
出
・
進
行
を
支
え
ま
す
。

○
舞　

台

　

�

舞
台
の
大
道
具
や
小
道
具
の
製
作

と
配
置
・
進
行

○
音　

響

　

�

マ
イ
ク
や
ス
ピ
ー
カ
ー
の
調
整
、

音
響
的
な
演
出
と
機
械
操
作

○
照　

明

　

�

さ
ま
ざ
ま
な
色
の
照
明
や
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
な
ど
視
覚
的
な
光
の
演

出
と
機
械
操
作

※�　

舞
台
の
見
せ
方
や
色
使
い
等
、

自
分
の
考
え
た
プ
ラ
ン
を
利
用
者

に
提
供
し
て
く
だ
さ
い
！

■
参
加
資
格　

18
歳
以
上
の
人

■
応
募
方
法

　

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
、
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

�

町
文
化
会
館
内
あ
ら
か
し
ス
テ
ー

ジ
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ

　

☎
０
７
４
７-

54-

２
１
１
０

　
　

�s
y
o
u
g
a
ig
a
k
u
s
h
u
@

tow
n.oyodo.lg.jp

あ
ら
か
し
ス
テ
ー
ジ
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
ク
ラ
ブ　

ス
タ
ッ
フ
募
集

平
成
29
年
度　

あ
ら
か
し

友
の
会
会
員
募
集

▲

照
明
卓

▲

照
明
の
準
備
中

大淀町ふるさと応援寄附金について
１月中に次の方から寄附をいただきました。

　　　匿　　　名� 3,000円

　みなさまの熱い想いを実現できるよう
に、大切に活用させていただきます。
　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

善意銀行だより善意銀行だより
　今回、次の方から善意が寄せられました。
□亡夫供養のため� 50,000円
　　安川　トヨ子　様　（下渕）
　ありがとうございました。
有意義に使わせていただきます。
　　　　町社会福祉協議会

　　

県
警
察
で
は
、
奈
良
県
暴
力
団
追

放
県
民
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
関
係
機

関
・
団
体
と
連
携
し
て「
奈
良
県
暴

力
団
離
脱
・
社
会
復
帰
対
策
協
議
会
」

を
設
立
し
、
暴
力
団
構
成
員
の
離
脱

促
進
と
社
会
復
帰
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

暴
力
団
離
脱
者
は
、
一
般
社
会
へ

の
適
応
能
力
等
か
ら
、
放
置
す
れ
ば

ま
た
不
法
集
団
に
戻
る
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。

　

ひ
と
り
で
も
多
く
の
暴
力
団
員
を

組
織
か
ら
離
脱
さ
せ
、
完
全
に
社
会

復
帰
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の

者
の
就
労
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
け

る
企
業
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

　

趣
旨
に
賛
同
い
た
だ
け
る
企
業
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
詳
細
に
つ
い
て

説
明
に
伺
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

◦�

奈
良
県
警
察
本
部
組
織
犯
罪
対
策

第
二
課

　

☎
０
７
４
２-

23-

０
１
１
０

◦
奈
良
県
吉
野
警
察
署

　

☎
０
７
４
７-

53-

０
１
１
０

◦�

公
益
財
団
法
人　

奈
良
県
暴
力
団

追
放
県
民
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
２-

24-

８
３
７
４

暴
力
団
離
脱
者
の

受
け
入
れ
企
業
を
募
集
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町 役 場
0747－52－5501

0747－52－5502

上 下 水 道 部 0747－52－0137

大 淀 消 防 署 0747－52－1199

教 育 委 員 会 0747－52－1522

町 中 央 公 民 館 0747－52－1524

保 健 セ ン タ ー 0747－52－9403

児 童 セ ン タ ー 0747－52－8319

桜ヶ丘総合センター 0747－52－5402

旭ヶ丘総合センター 0746－32－5189

杉本記念文化センター 0746－32－2489

平 畑 体 育 館 0747－52－6234

南奈良総合医療センター 0747－54－5000

南和広域美化センター 0747－52－3253

文 化 会 館 0747－54－2110

図 書 館 0747－54－2120

町 社会福祉協議会 0747－52－1941

町包括支援センター 0747－52－7760

吉 野 警 察 署 0747－53－0110

吉野路大淀ｉセンター 0747－54－5361

健康づくりセンター 0746－34－5501

シルバー人材センター 0747－54－5522

ふれあい活動センター 0747－54－5533

パ ー ク ゴ ル フ 場 0745－67－0543

改正道路交通法が施行されます

車両総重量 ５t未満 ５t 以上11t 未満 11t 以上
最大積載量 ３t未満 ３t 以上6.5ｔ未満 6.5t 以上

車種
免許種類

①普通自動車
普通免許
18歳以上

②中型自動車
中型免許
20歳以上

（普通免許など保有２年）

③大型自動車
大型免許
21歳以上

（普通免許など保有３年）

改
正
前

車両総重量 3.5t 未満 3.5t 以上7.5t 未満 7.5t 以上11t 未満 11t 以上
最大積載量 ２t未満 ２t 以上4.5t 未満 4.5t 以上6.5ｔ未満 6.5t 以上

車種
免許種類 ①

準中型自動車　　
準中型免許　　　
18歳以上　　　

② ③

改
正
後 新設

　貨物自動車の関係する事故
防止対策や、若年者の雇用促
進のため、18歳以上であれば
普通免許の経験がなくても取
得できる「準中型免許」の制
度が新設されます。
　普通免許を取得しようとさ
れている人は、３月 10日（金）
までに普通免許を取得してお
いてください。改正後に取得
すると、運転できる自動車の
車両総重量が小さくなります。

準 中型免許の新設

①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
　75 歳以上の運転者が、信号無視など
の違反行為をした場合、「臨時認知機能
検査」を受けなければなりません。
　これを受け、認知機能の低下が運転に
影響するおそれがあると判断された人
は、「臨時高齢者講習」の受講が必要です。

高齢運転者対策の推進
②臨時適性検査制度の見直し
　更新時の認知機能検査や臨
時認知機能検査で認知症のお
それがあると判定された人は、
臨時適性検査（医師の診断）を
受けるか、主治医等の診断書
の提出が必要になります。

③高齢者講習の合理化・高度化
　75 歳未満の人や、認知機能
検査の結果により認知機能の低
下のおそれがないと判定された
人は２時間の講習に、その他の
人は個別指導を含む３時間の講
習となります。

３月12日から
■問い合わせ先　◦運転免許センター���☎ 0744-22-5541　　◦奈良県吉野警察署　☎ 0747-53-0110

　本町では、将来のまちづくりの基本となる第４次大淀町総
合計画【基本構想・前期基本計画】をつくる作業を進めていま
す。昨年度に実施した「まちづくりについてのアンケート」の
結果や「まちづくり住民会議」からの「提言」を踏まえて検討を
重ね、総合計画（案）を策定しました。
　今回、この総合計画（案）に対して、みなさんからパブリッ
クコメントを募集します。安全で住み良い、活力あるまちを
めざしていくために、みなさんのご協力をお願いします。

■閲覧場所
　町役場　企画政策課�／�町立図書館�／�町ホームページ
■募集期間
　３月17日（金）まで�［必着］
■提出できる人
◦町内に住所を有する個人
◦町内に事務所・事業所を有する個人および法人、その他の団体
■提出方法
　住所、氏名（または団体名）、連絡先（電話番号など）を記入し、
持参・郵送・電子メールまたは FAXで提出してください。

■提出先・問い合わせ先
　町役場　企画政策課（第４次大淀町総合計画策定事務局）
　（内線221）　　　kikakuseisaku@town.oyodo.lg.jp
　　0747-54-2050　　 http://www.town.oyodo.lg.jp/
　　〒638-8501　大淀町桧垣本2090番地

パブリックコメント募集
～ みなさんの意見をお聞かせください ～

パブリックコメントとは…町の施策に関する基本的な計
画などを策定する過程で、広く住民のみなさんからの意
見を求め、計画に反映させることを目的とした制度です。
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広　告

広　告

広　告

このコーナーの「すまいる」の写真を
お待ちしています。申し込みは、町
役場総務課まで。

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）
わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

この広報紙は、再生紙を使用しています。

平成29年１月3１日現在

●人　口 １8,224人（－39）
　　男 8,687人（－１5）
　　女 9,537人（－24）
●世帯数 7,392（－  １）
    　（　）内は前月との比較

（北野）

父母からのコメント

明るく元気にすくすく育ってね☆

麻
あ さ だ

田　光
ひ か り

莉 ちゃん
（平成28年８月６日生まれ）
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